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鶴岡市新型インフルエンザ等対策行動計画 

作成の経過及び計画の概要について 

 

１．作成の経過 

◎平成２１年 

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）が世界的に流行、我が国では推計約２千万

人がり患し、約１万８千人が入院。 

◎平成２４年５月１１日 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）公布。 

◎平成２５年４月１３日 

特措法施行。 

◎平成２５年６月７日 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画作成（閣議決定）。 

◎平成２５年６月２８日 

鶴岡市新型インフルエンザ等対策本部条例制定、施行。 

◎平成２５年１２月 

山形県新型インフルエンザ等対策行動計画作成。 

◎平成２６年４月３０日 

本計画（素案）を作成。 

◎平成２６年５月１日～１２日 

鶴岡市予防接種対策委員会の委員である医師６名を学識経験者に選任し、本計画

（素案）について意見を徴取。大きく修正を求める意見は無かった。 

◎平成２６年５月９日～１５日 

本計画（素案）について庁内関係部署と調整し、本計画（案）を作成。 

◎平成２６年５月２３日～６月１２日 

本計画（案）についてパブリックコメントを実施。意見は提出されなかった。 

◎平成２６年６月１７日 

本計画作成（完成）。 
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２．計画の概要 

（１）計画の体系 

 

 

 

 

 

※本計画は、特措法の規定により、上位計画に基づき策定している。 

※計画期間は設定せず、上位計画等に変更が生じた際に改定する。 

（２）対象とする感染症 

◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 

○第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症 

○第６条第９項に規定する新感染症で、その感染力の強さなどから新型インフル

エンザと同様に社会的影響が大きなもの 

（３）対策の目的（基本的な戦略） 

◎感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

◎市民の生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

＝対策の概念図（政府行動計画より）＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画（特措法第６条） 

山形県新型インフルエンザ等対策行動計画（特措法第７条） 

鶴岡市新型インフルエンザ等対策行動計画（特措法第８条） 
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（４）本編の構成 

①はじめに 

○本計画の作成に至る背景及び経過を記載 

②第１章：総論 

○第１節に、市の責務、本計画の位置づけ及び構成、対象とする感染症を記載 

○第２節に、対策に関する基本方針（基本的考え方、対策実施上の留意点、被害

想定、危機管理体制、対策の主要項目、発生段階の設定、等）を記載 

※発生段階： 

未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期 

※対策の主要項目： 

実施体制、情報収集・提供・共有、予防・まん延防止、予防接種、医療等、 

市民生活・地域経済の安定の確保 

③第２章：発生段階別の対応 

○発生段階別に第１節から第５節とし、各段階における主要項目別の対策の内容

を記載（一覧表を次ページに掲載） 

④参考資料 

○特定接種（特措法の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の

安定に寄与する事業者に行う予防接種。市民を対象とする予防接種よりも先に

行われる）の対象となる業務及び職種、住民接種の接種順位、鳥インフルエン

ザに関することを記載 

（５）市民に直接関係する主な対策 

◎情報提供（平時の予防対策を含む）及び相談窓口の設置 

◎予防接種の実施 

◎要援護者への生活支援（見回り、食事の提供、医療機関への移送、等） 

◎水の安定供給 

※新型インフルエンザ等が国内で発生した場合、政府が特措法に基づく緊急事態

宣言を行った区域に本市が含まれるか否かによって、対策が異なる。 
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発生段階別の対応 

未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

　新型インフルエン
ザ等が発生していな
い状態

　海外で新型インフ
ルエンザ等が発生し
た状態

　国内で新型インフ
ルエンザ等が発生
し、全ての患者の接
触歴を疫学調査で追
える状態

　国内で新型インフ
ルエンザ等が発生
し、患者の接触歴を
疫学調査で追えなく
なった状態

　新型インフルエン
ザ等患者の発生が減
少し、低い水準でと
どまっている状態

実
施
体
制

＊本計画の作成及び
　改正
＊庁内の体制整備
＊国・県・他市町村
　等との連携強化

＊必要に応じて対策
　会議設置
＊対策本部設置準備

情
報
収
集
・

提
供
・
共
有

＊緊急時情報共有・
　連携体制の整備
＊専用の相談窓口の
　設置準備

＊専用の相談窓口の
　体制を強化

＊専用の相談窓口の
　体制を縮小

予
防
・

ま
ん
延
防
止

＊疫学調査への協力

予
防
接
種

＊特定接種対象事業
　者登録への協力
＊特定接種及び住民
　接種の実施体制の
　整備

＊住民接種の具体的
　実施体制の準備

医
療
等

＊県が行う、発生に
　備えた地域医療体
　制の整備への協力

市
民
生
活
・
地
域
経
済

の
安
定
の
確
保

＊要援護者への生活
　支援の準備
＊火葬能力等の把握
＊物資や資材の備蓄

＊県の要請に応じ、
　遺体の一時的安置
　施設等を準備 ＊国の要請に応じ、

　遺体の一時的安置
　施設等を準備

☆埋葬・火葬の特例
　措置

発
生
段
階

＊継続的な情報収集及び提供、特に情報提供は発生段階に応じて手法を拡大

＊対策会議設置

＊特措法に基づかない対策本部の設置

☆特措法に基づく対策本部の設置

（緊急事態宣言が解除されたら廃止）

＊専用の相談窓口の設置

＊市民・学校・事業者等への基本的な感染症対策の普及

（発生段階に応じて対策を強化）

＊特定接種の実施

＊特措法に基づかない住民接種（住民に接種を受ける努力

義務なし）の実施

☆特措法に基づく住民接種（住民に接種を受ける努力義務

あり）の実施

＊県の要請に応じ、県が実施する対策に協力

＊患者等の要請に対応した、要援護者の生活支援

☆国の要請に基づく、積極的な要援護

者の生活支援

☆水の安定供給に関する措置

☆生活関連物資等の価格の安定等に関

する措置

注：「＊」… 政府が緊急事態宣言をしていない時の対策「☆」… 政府が緊急事態宣言をした時の対策 


